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変更手続・移転手続は
お済みですか?

クルマの



自動車の変更・移転手続きに関する最寄りの相談窓口をご紹介します。

手続き相談窓口の連絡先はホームページでもご覧いただけます。

引越して住所が変わったら住民票の手続きだけではなく

名義が変わったときは移転手続きも必要です。

住所や名義が変わったらあなたのクルマも必ず
手続きをして下さい。

自動車のナンバープレートに自分の希望する番号を
つけることも、できます。

もしましょう！

　住所が変わった場合は変更登録の手続きを、自動車の所有者の名義が変わ
った場合は移転登録の手続きを、15日以内にするよう法律（道路運送車両法）
で義務づけられています。これを怠ると罰金が課せられることもあります。

＊軽自動車は「自動車検査証の記載事項の変更手続き」となります。

住所変更 変更手続

ご存知でしたか。
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クルマの変更手続きクルマの変更手続き

あなたならどんな

番号付けますか？


